
 

 
第第 33 節節  中中⼭⼭間間地地域域のの農農業業のの振振興興とと都都市市農農業業のの推推進進  

 
 
中⼭間地域1は、⾷料⽣産の場として重要な役割を担う⼀⽅、傾斜地等の条件不利性とと

もに⿃獣被害の発⽣、⾼齢化・⼈⼝減少、担い⼿不⾜等、厳しい状況に置かれており、将
来に向けて農業⽣産活動を維持するための活動を推進していく必要があります。 

⼀⽅、都市農業は、新鮮な農産物の供給や農業体験等において重要な役割を担っており、
都市農地の有効活⽤により計画的にその保全を図ることが必要です。 

本節では、中⼭間地域の農業や都市農業の振興を図る取組等について紹介します。 
 

((11))  中中⼭⼭間間地地域域のの農農業業のの振振興興  
((中中⼭⼭間間地地域域のの農農業業産産出出額額はは全全国国のの約約44割割))  

我が国の⼈⼝の約1割、総⼟地⾯積の約6割を占める中⼭間地域は、農業経営体数、農地
⾯積、農業産出額ではいずれも約4割を占めており、我が国の⾷料⽣産を担うとともに、
豊かな⾃然や景観の形成・保全といった多⾯的機能の発揮の⾯でも重要な役割を担ってい
ます(図図表表33--33--11）。 

⼀⽅、傾斜地が多く存在し、圃場
ほじょう

の⼤区画化や⼤型農業機械の導⼊、農地の集積・集約
化2等が容易ではないため、規模拡⼤等による⽣産性の向上が平地に⽐べて難しく、⾼齢化
や⼈⼝減少による担い⼿不⾜とあいまって、営農条件⾯で不利な状況にあります。 

経営耕地⾯積規模別に農業経営体数の割合を⾒ると、1.0ha未満については、平地農業地
域で約4割であるのに対し、中間農業地域、⼭間農業地域では共に約6割となっています(図図
表表33--33--22）。 

また、1農業経営体当たりの農業所得を⾒ると、平地農業地域で151万円であるのに対し、
中間農業地域、⼭間農業地域ではそれぞれ109万円、52万円となっています(図図表表33--33--33)。 

 
1 農業地域類型区分の中間農業地域と⼭間農業地域を合わせた地域のこと 
2 ⽤語の解説(1)を参照 

図表 3-3-1 中⼭間地域の主要指標 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) ⼈⼝は、総務省「平成27年国勢調査」の数値。ただし、中⼭間地域については農林⽔産省が推計した数値 

2) 農業経営体数は、農林⽔産省「2020年農林業センサス」の数値 
3) 農地⾯積は、農林⽔産省「令和2年耕地及び作付⾯積統計」の数値。ただし、中⼭間地域については農林⽔産省が推計した数値 
4) 農業産出額は、農林⽔産省「令和2年⽣産農業所得統計」の数値。ただし、中⼭間地域については農林⽔産省が推計した推値 
5) 総⼟地⾯積は、農林⽔産省「2020年農林業センサス」の数値 
6) 農業地域類型区分は平成29(2017)年12⽉改定のもの  
7) 中⼭間地域の総⼟地⾯積は、市区町村別の総⼟地⾯積を⽤いて算出しており、北⽅四島や境界未定の⾯積を含まない。 

全国 中⼭間地域 割合
⼈⼝(万⼈) 12,709 1,420 11.2%
農業経営体数(千経営体) 1,076 453 42.1%
農地⾯積(千ha) 4,372 1,617 37.0%
農業産出額(億円) 89,370 36,647 41.0%
総⼟地⾯積(千ha) 37,286 24,118 64.7%
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((中中⼭⼭間間地地域域等等直直接接⽀⽀払払制制度度のの協協定定数数はは前前年年度度にに⽐⽐べべ増増加加))  
中⼭間地域等直接⽀払制度は、農業の⽣産条件が不利な地域における農業⽣産活動を継

続するため、国及び地⽅公共団体による⽀援を⾏う制度として平成12(2000)年度から実施
してきており、平成27(2015)年度からは「農業の有する多⾯的機能の発揮の促進に関する
法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。 

 

 
 
令和2(2020)年度から始まった中⼭間地域等直接⽀払制度の第5期対策では、⾼齢化や⼈

⼝減少による担い⼿不⾜、集落機能の弱体化等に対応するため、制度の⾒直しを⾏いまし
た。⼈材確保や営農以外の組織との連携体制を構築する活動のほか、農地の集積・集約化
や農作業の省⼒化技術導⼊等の活動、棚⽥地域振興法の認定棚⽥地域振興活動計画1に基づ
く活動を⾏う場合に、これらの活動を⽀援する加算措置を設けています。 

  

 
1 第3章第7節参照 

中中⼭⼭間間地地域域等等直直接接⽀⽀払払制制度度      
URL：https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/ 

図表 3-3-2 農業地域類型別の経営耕地⾯積規模
別農業経営体数の割合 

図表3-3-3 農業地域類型別の1農業経営体当 
たりの農業経営収⽀ 

資料：農林⽔産省「農業経営統計調査」 
注：令和 3(2021)年の個⼈経営体の数値 

資料：農林⽔産省「2020年農林業センサス」を基に作成  
注：1) 農業地域類型区分は平成29(2017)年12⽉改定のもの  

2) 「経営耕地なし」の農業経営体を除く。    
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令和3(2021)年度の同制度の協定数は、
前年度から約200協定増加し2万4千協定、
協定⾯積は前年度に⽐べ1万1千ha増加し
65万3千haとなりました(図図表表33--33--44)。 

中⼭間地域等における集落機能の維持を
図るため、農林⽔産省は、協定参加者によ
る話合い等を通じて、集落の将来像を明確
化する集落戦略の作成を推進しています。
同年度の協定数のうち、体制整備単価1を活
⽤するものは、前年度に⽐べ約200協定増
加し1万8千協定となりました。 

また、同年度の協定数のうち、棚⽥地域
振興活動加算2を活⽤するものは、前年度に
⽐べ68協定増加し314協定となり、その取
組⾯積は前年度に⽐べ1,369㏊増加し5,978
㏊となりました。 

 
 

1 集落戦略の作成を要件としており、農業⽣産活動等の体制整備のための前向きな活動を⾏う場合に当該単価の10割を交付 
2 認定棚⽥地域振興活動計画に基づき、棚⽥地域の振興を図る取組を⾏う場合に加算 

  イイカカ釣釣りり漁漁船船のの漁漁りり⽕⽕がが輝輝くく棚棚⽥⽥のの⾵⾵景景    
 

((事事例例))  良良好好なな棚棚⽥⽥のの環環境境維維持持やや景景観観形形成成をを図図るる取取組組をを推推進進((⼭⼭⼝⼝県県))    
 

⼭⼝県⻑⾨市
な が と し

の 東 後
ひがしうしろ

畑
ばた

地区では、中⼭間地域等直接⽀払
交付⾦等を活⽤し、良好な棚⽥の環境維持や景観形成を図る
取組を推進しています。   

同市では棚⽥保護条例が制定され、地域で6次産業化＊1やグ
リーンツーリズムへの機運が⾼まったことを契機として、平
成18(2006)年に同地区でNPO法⼈ゆや棚⽥

た な だ
景観
けいかん

保存会
ほ ぞ ん か い

が設
⽴されました。同保存会では、「⽇本の棚⽥百選」や「つなぐ
棚⽥遺産＊2」にも選定された優美な景観を保全するため、同
交付⾦を活⽤し、荒廃農地＊3の増加が懸念される棚⽥での⽣
産活動を継続しています。同地区は令和2(2020)年6⽉に指定
棚⽥地域に指定され、中⼭間地域等直接⽀払制度の棚⽥地域
振興活動加算も活⽤し、棚⽥地域の振興を図っています。  

また、多数のため池や⽤排⽔路、農道等の維持管理に加え、
環境教育や⾷育、都市住⺠との交流や特産品の開発等を実施
しているほか、⾼齢者が集まれる場所として交流カフェを開
設し、地域福祉や地域づくりにも寄与しています。さらに、
平成28(2016)年から3年間で同市の事業⽀援を受け、1.3haの
荒廃農地を再⽣しました。 

同地区では今後とも、地域住⺠のみならず、幅広い関係者
が連携して棚⽥地域の振興を図っていくこととしています。 

＊1 ⽤語の解説(1)を参照 
＊2 第3章第7節を参照 
＊3 ⽤語の解説(1)を参照 

荒荒廃廃農農地地をを再再⽣⽣しし開開園園ししたた「「棚棚⽥⽥のの花花段段」」  
 

図表3-3-4 中⼭間地域等直接⽀払制度の 
協定数及び協定⾯積 

資料：農林⽔産省作成  
注：協定⾯積は、協定の対象となる農⽤地の⾯積  

25,635 25,868 26,013 24,171

654
670 672

653

400

500

600

700

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成27年度
(2015)

29
(2017)

令和元
(2019)

3
(2021)

協定数

千ha

0

〜〜

協定数 協定⾯積(右⽬盛)

232

中山間地域の農業の振興と都市農業の推進第3節



 

令和3(2021)年度の同制度の協定数は、
前年度から約200協定増加し2万4千協定、
協定⾯積は前年度に⽐べ1万1千ha増加し
65万3千haとなりました(図図表表33--33--44)。 

中⼭間地域等における集落機能の維持を
図るため、農林⽔産省は、協定参加者によ
る話合い等を通じて、集落の将来像を明確
化する集落戦略の作成を推進しています。
同年度の協定数のうち、体制整備単価1を活
⽤するものは、前年度に⽐べ約200協定増
加し1万8千協定となりました。 

また、同年度の協定数のうち、棚⽥地域
振興活動加算2を活⽤するものは、前年度に
⽐べ68協定増加し314協定となり、その取
組⾯積は前年度に⽐べ1,369㏊増加し5,978
㏊となりました。 

 
 

1 集落戦略の作成を要件としており、農業⽣産活動等の体制整備のための前向きな活動を⾏う場合に当該単価の10割を交付 
2 認定棚⽥地域振興活動計画に基づき、棚⽥地域の振興を図る取組を⾏う場合に加算 

  イイカカ釣釣りり漁漁船船のの漁漁りり⽕⽕がが輝輝くく棚棚⽥⽥のの⾵⾵景景    
 

((事事例例))  良良好好なな棚棚⽥⽥のの環環境境維維持持やや景景観観形形成成をを図図るる取取組組をを推推進進((⼭⼭⼝⼝県県))    
 

⼭⼝県⻑⾨市
な が と し

の 東 後
ひがしうしろ

畑
ばた

地区では、中⼭間地域等直接⽀払
交付⾦等を活⽤し、良好な棚⽥の環境維持や景観形成を図る
取組を推進しています。   

同市では棚⽥保護条例が制定され、地域で6次産業化＊1やグ
リーンツーリズムへの機運が⾼まったことを契機として、平
成18(2006)年に同地区でNPO法⼈ゆや棚⽥

た な だ
景観
けいかん

保存会
ほ ぞ ん か い

が設
⽴されました。同保存会では、「⽇本の棚⽥百選」や「つなぐ
棚⽥遺産＊2」にも選定された優美な景観を保全するため、同
交付⾦を活⽤し、荒廃農地＊3の増加が懸念される棚⽥での⽣
産活動を継続しています。同地区は令和2(2020)年6⽉に指定
棚⽥地域に指定され、中⼭間地域等直接⽀払制度の棚⽥地域
振興活動加算も活⽤し、棚⽥地域の振興を図っています。  

また、多数のため池や⽤排⽔路、農道等の維持管理に加え、
環境教育や⾷育、都市住⺠との交流や特産品の開発等を実施
しているほか、⾼齢者が集まれる場所として交流カフェを開
設し、地域福祉や地域づくりにも寄与しています。さらに、
平成28(2016)年から3年間で同市の事業⽀援を受け、1.3haの
荒廃農地を再⽣しました。 

同地区では今後とも、地域住⺠のみならず、幅広い関係者
が連携して棚⽥地域の振興を図っていくこととしています。 

＊1 ⽤語の解説(1)を参照 
＊2 第3章第7節を参照 
＊3 ⽤語の解説(1)を参照 

荒荒廃廃農農地地をを再再⽣⽣しし開開園園ししたた「「棚棚⽥⽥のの花花段段」」  
 

図表3-3-4 中⼭間地域等直接⽀払制度の 
協定数及び協定⾯積 

資料：農林⽔産省作成  
注：協定⾯積は、協定の対象となる農⽤地の⾯積  
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((中中⼭⼭間間地地域域等等のの特特性性をを活活かかししたた複複合合経経営営等等をを推推進進))  
⾼齢化・⼈⼝減少が進⾏する中⼭間地域を振興していくためには、地形的制約等がある

⼀⽅、清らかな⽔、冷涼な気候等を活かした農作物の⽣産が可能である点を活かし、需要
に応じた市場性のある作物や現場ニーズに対応した技術の導⼊を進めるとともに、耕種農
業のみならず畜産、林業を含めた多様な複合経営を推進することで、新たな⼈材を確保し5 
つつ、⼩規模農家を始めとした多様な経営体がそれぞれにふさわしい農業経営を実現する
必要があります。 

このため、農林⽔産省では、中⼭間地域等直接⽀払制度により⽣産条件の不利を補正し
つつ、中⼭間地農業ルネッサンス事業等により、多様で豊かな農業と美しく活⼒ある農⼭
村の実現や、地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承に向けた取組を総合10 
的に⽀援しています。また、⽶、野菜、果樹等の作物の栽培や畜産、林業も含めた多様な
経営の組合せにより所得を確保する複合経営を推進するため、農⼭漁村振興交付⾦等によ
り地域の取組を⽀援しています。 

 
((⼭⼭村村へへのの移移住住・・定定住住をを進進めめ、、⾃⾃⽴⽴的的発発展展をを促促すす取取組組をを推推進進))  15 

振興⼭村1は、国⼟の保全、⽔源の涵養
かんよう

、⾃然環境の保全や良好な景観の形成、⽂化の伝
承等に重要な役割を担っているものの、⾼齢化や⼈⼝減少等が他の地域より進んでいるこ
とから、国⺠が将来にわたってそれらの恵沢を享受することができるよう、地域の特性を
活かした産業の育成による就業機会の創出、所得の向上を図ることが重要となっています。 

農林⽔産省は、地域の活性化・⾃⽴的発展を促し、⼭村への移住・定住を進めるため、20 
平成27(2015)年度から地域資源を活かした商品の開発等に取り組む地区を⽀援していま
す。 

 
((22))  多多様様なな機機能能をを有有すするる都都市市農農業業のの推推進進  
((市市街街化化区区域域のの農農業業産産出出額額はは全全国国のの約約11割割))  25 

都市農業は、都市という消費地に近接する特徴から、新鮮な農産物の供給に加えて、農
業体験・学習の場や災害時の避難場所の提供、住⺠⽣活への安らぎの提供等の多様な機能
を有しています。  

都市農業が主に⾏われている市街化区域内の農地が我が国の農地全体に占める割合は
1％である⼀⽅、農業経営体数と農業産出額ではそれぞれ全体の12％と7％を占めており、30 
消費地に近いという条件を活かした、野菜を中⼼とした農業が展開されています(図図表表
33--33--55)。 

農林⽔産省では、都市住⺠と共⽣する農業経営の実現のため、農業体験や農地の周辺環
境対策、防災機能の強化等の取組を⽀援するなど、多様な機能を有する都市農業の振興に
向けた取組を推進しています。 35 

 

 
1 ⼭村振興法に基づき指定された区域。令和4(2022)年4⽉時点で、全市町村数の約4割に当たる734市町村において指定 
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((都都市市農農地地貸貸借借法法にに基基づづきき貸貸借借さされれたた農農地地⾯⾯積積はは拡拡⼤⼤傾傾向向でで推推移移))  
⽣産緑地制度1は、良好な都市環境の形

成を図るため、市街化区域内の農地の計5 
画的な保全を図るものです。市街化区域
内の農地⾯積が⼀貫して減少する中、⽣
産緑地地区2⾯積はほぼ横ばいで推移し
ており、令和3(2021)年の同⾯積は前年
並の1.2万haとなっています(図図表表33--33--66)。 10 

 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
令和4(2022)年には⽣産緑地地区の約8割が⽣産緑地の指定から30年が経過し、農地転⽤

の急激な増加が懸念されましたが、平成29(2017)年に、⽣産緑地の買取申出期限を所有者
の意向により10年延期する「特定⽣産緑地制度」の導⼊により、平成4(1992)年に⽣産緑
地法に基づき都市計画に定められた⽣産緑地のうち、特定⽣産緑地に指定された割合は、
令和4(2022)年12⽉末時点で約89％となっています。 25 

  
 

1 三⼤都市圏特定市における市街化区域農地は宅地並に課税されるのに対し、⽣産緑地に指定された農地は軽減措置が講じられる。 
2 市街化区域内の農地で、良好な⽣活環境の確保に効⽤があり、公共施設等の敷地として適している500㎡以上の農地 

図表3-3-5 都市農業の主要指標 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 全国の農業経営体数は、農林⽔産省「2020年農林業センサス」の数値 

2) 全国の農地⾯積は、農林⽔産省「令和4年耕地及び作付⾯積統計」の数値 
3) 全国の農業産出額は、農林⽔産省「令和3年⽣産農業所得統計」の数値 
4) 市街化区域の農業経営体数は、東京都及び⼀般社団法⼈全国農業会議所から提供を受けたデータを基に農林⽔産省が推計した数値 
5) 市街化区域の農地⾯積は、総務省「令和3年度 固定資産の価格等の概要調書」の数値 
6) ⽣産緑地地区の⾯積は、国⼟交通省「令和3年都市計画現況調査」の数値 
7) 市街化区域の農業産出額は、東京都及び⼀般社団法⼈全国農業会議所から提供を受けたデータを基に農林⽔産省が推計した数値 

 

農業経営体数 農業産出額
(万経営体) (億円)

全国 107.6 88,384

13.3 うち⽣産緑地 5,898
(12.4％) 1.2 (0.3%) (6.7％)

農地⾯積
(万ha)

432.5

市街化区域
(割合)

6.0 (1.4％)

図表3-3-6 市街化区域内農地⾯積 

資料：総務省「固定資産の価格等の概要調書」、国⼟交通省「都市
計画現況調査」を基に農林⽔産省作成    
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((都都市市農農地地貸貸借借法法にに基基づづきき貸貸借借さされれたた農農地地⾯⾯積積はは拡拡⼤⼤傾傾向向でで推推移移))  
⽣産緑地制度1は、良好な都市環境の形

成を図るため、市街化区域内の農地の計5 
画的な保全を図るものです。市街化区域
内の農地⾯積が⼀貫して減少する中、⽣
産緑地地区2⾯積はほぼ横ばいで推移し
ており、令和3(2021)年の同⾯積は前年
並の1.2万haとなっています(図図表表33--33--66)。 10 
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令和4(2022)年には⽣産緑地地区の約8割が⽣産緑地の指定から30年が経過し、農地転⽤

の急激な増加が懸念されましたが、平成29(2017)年に、⽣産緑地の買取申出期限を所有者
の意向により10年延期する「特定⽣産緑地制度」の導⼊により、平成4(1992)年に⽣産緑
地法に基づき都市計画に定められた⽣産緑地のうち、特定⽣産緑地に指定された割合は、
令和4(2022)年12⽉末時点で約89％となっています。 25 

  
 

1 三⼤都市圏特定市における市街化区域農地は宅地並に課税されるのに対し、⽣産緑地に指定された農地は軽減措置が講じられる。 
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図表3-3-5 都市農業の主要指標 

資料：農林⽔産省作成 
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3) 全国の農業産出額は、農林⽔産省「令和3年⽣産農業所得統計」の数値 
4) 市街化区域の農業経営体数は、東京都及び⼀般社団法⼈全国農業会議所から提供を受けたデータを基に農林⽔産省が推計した数値 
5) 市街化区域の農地⾯積は、総務省「令和3年度 固定資産の価格等の概要調書」の数値 
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また、都市農業の振興を図るため、意
欲ある農業者による耕作や市⺠農園の開
設等による都市農地の有効活⽤を促進し
ています。農地所有者が、意欲ある農業
者等に安⼼して農地を貸付けすることが
できるよう、平成30(2018)年に創設され
た都市農地貸借法1に基づき貸借が認
定・承認された農地⾯積は、令和3(2021)
年度は、前年度に⽐べ25万9千㎡増加し
77万5千㎡となりました(図図表表33--33--77)。 

農林⽔産省では、都市農地貸借法の仕
組みの現場での円滑かつ適切な活⽤を通
じ、貸借による都市農地の有効活⽤を図
ることとしています。 
 
 
 
 

 

 
1 正式名称は「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」 

農農地地転転換換後後のの圃圃場場  

((事事例例))  宅宅地地をを農農地地転転換換しし、、⽣⽣産産緑緑地地をを拡拡⼤⼤すするる取取組組をを展展開開((東東京京都都))  
 

  東京都練⾺
ね り ま

区
く

にある加藤
か と う

果樹園は、都市住⺠に対して新鮮な農
産物の供給や⾝近な農業体験の場の提供を⾏うとともに、⾃らが
所有する宅地を農地転換し、⽣産緑地を拡⼤する取組を展開して
います。 
 同果樹園では、かき等を中⼼に、少量多品⽬の果樹や野菜を⽣
産するともに、ブルーベリーの摘み取り体験ができる観光農園を
運営しています。東京都内での⽣産という特性を活かした採れた
ての野菜の販売や、園主の分かりやすい指導の下での摘み取り体
験等の取組により、多くの利⽤者がリピーターとして訪れていま
す。  
 また、同果樹園は、空き家となっていた⺟屋を農地へ転換する
とともに、⽣産緑地の指定を受けることにより、⻑期的な展望の
下で農地を保全し、安定的に農業経営を続けることが可能となっ
ています。 
 新たに農地化した圃場では、かきのジョイント栽培*に取り組ん
でいます。樹勢が均⼀化することから、作業が容易となる上、⾞
椅⼦の⽅でも利⽤できるため、今後は、障害のある⼈でも利⽤で
きる観光農園の開設も⽬指すこととしています。 
  
＊ 接ぎ⽊により樹を直線的に連結させる栽培⽅法であり、早期成園化や省⼒化、

軽労化が期待される。   

図表3-3-7 都市農地貸借法により貸借が認
定・承認された農地⾯積(累計) 

資料：農林⽔産省作成   
注：各年度末時点の数値 
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